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◆耐用年数経過の設備入替資金 

 金利 0.50％低減 ～マル経融資のご案内～ 

    ◎設備特例要件 

   (1)既存設備の耐用年数が超過しており、同種の新たな設備投資を行うこと 

(2)当該企業の総資産の 15％を超える設備投資であること 

(3)事業計画策定支援および融資後のフォローアップを受けること 

◎融資限度 １,５００万円  

◎返済期間 運転資金７年(据置１年以内) 設備１０年（据置２年以内） 
 
※詳しくは、当商工会議所 TEL:52-1740（担当／佐藤、山本）まで。 

 

◆消費税転嫁対策相談窓口開設中 
    

消費税法の内容だけではなく消費税引き上げに関する相談や引き上げ後の収益確保や価格

表示方法など様々な相談に専門家（税理士、中小企業診断士等）が個別に対応いたします。お

気軽にご相談ください。 

 

  ※消費税率引き上げ直前対策セミナーのご案内 

   

・日 時 平成２６年３月２７日（木）１５：００～１６：００ 於：当所会議室 

    ・講 師 西村税理士事務所 所長 西村一博 氏 ・参加費 無 料 
 

 ※詳しくは、当商工会議所 TEL:52-1740（担当／滝沢、山本、佐藤）まで。 
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◆無料専門家定例相談会を開催中 ～秘密厳守～ 
 

・税務相談    ３月２４日（月） ・法律相談 ３月２５日（火） 

・経営・創業相談 ３月２６日（水） ・労務相談 ３月２６日（水）  
  

※３月１４日（金）までにお申し込みください（各日２名程度、先着順・完全予約制） 

※日程が合わない場合はご相談ください。専門家の日程を再調整いたします。 

～金融定例相談もご利用ください。～ 
 
・日本政策金融公庫相談会  ３月１１日（火） 

・新潟県信用保証協会相談会 ３月１２日（水）  
 
※詳しくは、当商工会議所 TEL:52-1740（担当／佐藤、山本）まで。 

 

◆加茂市内の全会員事業所が自店で参加できます 

第 4回加茂まちなかゼミナール参加事業所募集中 
～ 新規顧客獲得のチャンスです ～ 

 

 

 

 

 

 

 ・募集締切 ４月１０日（木）  

・開催期間 ５月２２日（木）～６月２２日（日） 
期間中１回のみの開催でも構いません。参加店の都合に合わせて開催日を設定できます。 

 ・参 加 料 １講座 ５,０００円（チラシ掲載料他） 
 
※詳しくは、当商工会議所 TEL:52-1740（担当／山本、渡邊）まで。 

 

◆会議所３月の主な行事予定 
４日（火） 

・青色申告納税相談           9:30～ 

・小規模企業振興委員会定例会      12:00～ 

６日（木） 

・正副会頭会議            16:00～ 

７日（金） 

・まちづくり委員会          12:00～ 

１０日（月） 

・建設部会役員会           15:00～ 

・建設関連業セミナー         15:40～ 

１１日（火） 

・日本政策金融公庫定例相談会     10:00～ 

・総務会計委員会           12：00～ 

１２日（水） 

・信用保証協会定例相談会       10:00～ 

１４日（金） 

・常議員会                12:00～ 

１８日（火） 

・工房 雪椿花びら染 

日本橋ブリッジにいがた出展（～20 日） 

２４日（月） 

・税務/事業承継相談会         10:00～ 

・女性会臨時総会          12:00～ 

２５日（火） 

・法律相談会            10:00～ 

２６日（水） 

・労務相談会            10:00～ 

・経営/創業相談会          10:00～ 

・通常議員総会           16:30～ 

２７日（木）              

・消費税率引き上げ直前対策セミナー 15:00～ 

２８日（金） 

・工業部会/マイクロ水力発電説明会  18:00～ 

 

駅前から若宮町までの商店街地域を中心に開催していましたが、

今回から開催地域を拡大し、加茂市内に事業所を置く全ての会員事

業所を対象に自店で開催できます。事業所の都合で自店開催できな

い場合は従来どおり、土産物センター、上町コミセン、中央コミセ

ンで開催可能です。 

  

いずれも 

１０:００～ 

１２:００まで 

いずれも１０:００～１２:００まで 
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経営計画に基づく販路拡大等の取り組みに対する補助金です 

上限５０万円（補助率２/３） 

◆小規模事業者持続化補助金のご案内 

 
   

 

 

 ・補助対象 従業員数２０人以下の製造業・その他業種 

        〃   ５人以下の小売業・卸売業・サービス業 

 ・対象経費 広告宣伝、店舗改装、商談会・展示会への出展、新商品開発 等 

 ・申込締切 日本商工会議所 小規模事業者持続化補助金事務局へ 

３月２８日（金）１７：００応募書類必着 
 

※詳しくは、当商工会議所 TEL:52-1740（担当／山本、佐藤）まで。 

 

◆所得税確定申告の受付は３月１７日(月)まで！ 

 ～申告書の提出は当所窓口でも受け付けています～ 
（※印鑑をご持参ください） 

 ※納期限までに納付がない場合は延滞税がかかります。 

 受付・納期限 口座振替日 

所得税 平成２６年３月１７日（月） 平成２６年４月２２日（火） 

個人事業者の消費税及び地方消費税 平成２６年４月 １日（火） 平成２６年４月２４日（木） 

贈与税 平成２６年３月１７日（月） － 

 
※詳しくは、当商工会議所 TEL:52-1740（担当／滝沢）まで。 

 

◆平成２６年度の雇用保険料率～前年度と変更ありません～ 
   平成２６年４月１日から平成２７年３月３１日までの雇用保険料率は次のとおりです。 

負担者 

事業の種類 ①労働者負担 ②事業主負担 
①＋② 

雇用保険料率 

一般の事業 5/1000 8.5/1000 13.5/1000 

農林水産 

清酒製造の事業 
6/1000 9.5/1000 15.5/1000 

建設の事業 6/1000 10.5/1000 16.5/1000 
 

※詳しくは、当商工会議所 TEL:52-1740（担当／滝沢）まで。 
 

◆雇用保険 高年齢者保険料免除について 
  毎年４月１日現在において満６４歳以上の労働者については、雇用保険被保険者であって 

  も雇用保険料が免除されます。免除申請は特にありませんが、労働保険料の概算・確定申告 

の際に、免除対象高年齢労働者については別途集計して申告します。 

４月１日現在で 
６４歳以上の方 → 保険料免除 

６４歳未満の方 → 保険料必要 

 

※詳しくは、当商工会議所 TEL:52-1740（担当／滝沢）まで。 
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◆平成２６年度の健康保険料率～介護保険料率が変わります～ 
      平成２６年４月納付分（３月分）の保険料は９.９０％です（前年と変更なし）。 

  ※４０歳以上６４歳未満の方（介護保険第２号被保険者）は、これに全国一律の介護保険料 

１.７２％が加わります。 
 

※詳しくは、当商工会議所 TEL:52-1740（担当／滝沢）まで。 

 

 

◆第３５回新入社員歓迎式典並びに新入社員セミナーのご案内 
・日 時 平成２６年４月１１日（金）新入社員歓迎式典 １３：３０～１４：３０ 

新入社員セミナー １４：４５～１７：００            

                  （ビジネスマナー、基本動作研修等） 

・場 所 加茂商工会議所会議室  ・参加費 無料（記念品進呈）  
 
※詳しくは、当商工会議所 TEL:52-1740（担当／渡邊）まで。 

 

 

◆工房 雪椿の花びら染 
日本橋・ブリッジにいがた出展のお知らせ 

加茂市の特産品である雪椿の花びら染めを日本橋にある「ブリッジにいがた」で展示販売

します。春の訪れを感じる３月１８日(火)～２０日(木)までの３日間、雪椿で淡く優しい色

に染めたストールやハンカチを県外の方へご紹介すると共に、加茂市の魅力をＰＲしてまい

ります。東京にお越しの際は、ぜひお立ち寄りください。 

 

※詳しくは、当商工会議所 TEL:52-1740（担当／大瀧、滝沢）まで。 

 

 

◆健康診断・人間ドックのご案内 ～会員特別受診料補助あり～ 

・健康診断→受診料一部補助  ・人間ドック→１名につき 2,000円補助 

当所会員事業所の役員、従業員、家族従業員が対象です。 

 
※詳しくは、当商工会議所 TEL:52-1740（担当／大瀧）まで。    

 

 

◆小規模企業共済のご案内 ～掛金全額所得控除～ 
  小規模企業共済は事業主のための退職金積立制度で、掛金（全額所得控除）は１,０００～

７０,０００円の範囲（５００円刻み）で自由に設定できます。 

・常時使用する従業員数が２０名以下（商業・サービス業５名以下）の個人事業主または会 

社の役員の方が対象です。  

  ・個人事業主の「共同経営者（配偶者専従者、後継予定者）」も加入できます。 

  ・掛金は全額所得控除 
 

※詳しくは、当商工会議所TEL:52-1740（担当／山本、明間）まで。 

実 施 機 関       健 診 日 時 （会場：加茂市産業センター） 

(社)新潟県労働衛生医学協会 

TEL：025-370-1960 
３／１１（火） (午前の部のみ) ９：００～１１：００ 


